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The Third International Fishers Forum (IFF3) hosted by Organization for the 
Promotion of Responsible Tuna Fisheries (OPRT) with support from the Japan 
Fisheries Agency and U.S. Western Pacific Regional Fishery Management Council 
(WPRFMC) was held jointly with the International Tuna Fishers Conference on 
Responsible Fisheries in Yokohama, Japan, 25-29 July 2005. The forum was attended 
by 243 participants of various background from 28 countries; fishers, government 
officials, researchers, traders, distributors, consumers, environmental 
non-governmental organizations, civilian organizations, regional fisheries management 
organizations, and FAO. This forum aimed at facilitating identification, discussion, 
planning and implementation of effective practices and approaches to abate seabird and 
sea turtle bycatch in longline fisheries*1. At the end of the forum, the declaration of 
responsible tuna fishers, ‘YOKOHAMA DECLARTION’, was issued *1. 
 

*1 Western Pacific Regional Fishery Management Council (WPRFMC). 2005. IFF3 Executive 

Summary. http://www.fishersforum.org/ 

 
 2005 年 7 月 25～29 日に日本・横浜で米国西部太平洋漁業管理委員会

(WPRFMC)および責任あるまぐろ漁業推進機構(OPRT)の主催により、第３回国

際漁業者フォーラムが開催された。参加者は 28 ヶ国の 243 名で、漁業者、消費

者、科学者、行政官、民間団体、国際機関(FAO)、地域漁業管理機関であった。

フォーラムでは、延縄漁業による海鳥および海亀の混獲を削減するために、効

果のある措置の認識、議論、計画および実行を啓蒙することを目的としている
*1。フォーラムの結果、責任のあるまぐろ漁業者が「横浜宣言」として共同宣

言がなされた*1。 
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写真 2.  偶発的捕獲回避に関わる器具やマニュアルなどの展

示風景. 

 

 

 

写真 3.  偶発的捕獲回避に関する展示物・配布物（写真上

中ほどが好評を得た DVD とビデオ）. 

 

フォーラムが終わって 

 筆者は 2002 年にハワイで行われた前回の IFF2 にも参加

した。IFF2 では海鳥や海亀の偶発的捕獲についての問題

提起、責任追及、漁業の中止を求めるというよりは、漁業を

継続しつつ今後如何に偶発捕獲問題を解決していくかとい

う前向きな趣旨の会議であり、漁業者への啓蒙普及に主眼

が置かれていた。そしてこの趣旨は、IFF3 でも変わらず同

様であった。ただし IFF2 では、それぞれの偶発捕獲の回避

措置に対して長所と短所を皆で洗い出すという作業をした

が、IFF3 では、回避措置はほとんど完成しており、如何に

実行していくかが焦点になった。2000 年頃には、海鳥を殺

してしまうような漁業は止めてしまえ、と発言していた人も、

最近非常に穏和になり、漁業との共存を推進するようになっ

てきた。このように、ここ５年間で混獲問題も大きく進展して

きた。IFF3 が日本で行われた 1 つの理由として、偶発的捕

獲の問題についてアジア諸国の漁業者等の現場に広く認

識してもらって対策をとってもらうことであった。今後、海鳥、

海亀の偶発捕獲による死亡の削減措置を如何に現場へ普

及させていくかが重要である。 

（浮魚資源部／混獲生物研究室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


